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不動ケ岡土地区画整理事業に係る
都市計画の変更について

R7.11.15 住民説明会
説明資料①
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不動ケ岡土地区画整理事業について

当該地区については、中心市街地に隣接し国道51

号沿いに位置する 好立地を活かし、地区内の権利者

の方々により結成された、不動ケ岡土地区画整理組

合により、計画人口を1千400人とする住居系と、ま

ちの賑わいを創出する商業系の土地利用を図る計画

として、施行地区面積 23.59ヘクタールの新たなま

ちづくりが進められています。

令和5年12月に千葉県知事から組合の設立が認可さ

れ、順次、伐採工事や文化財調査を実施し、本年5月

からは本格的な工事に着手しており、現在、地盤改

良工事や造成工事などを進めております。 

JR成田駅

京成成田駅

国道295号

公津の杜駅

不動ケ岡地区

成田市役所



3

まちづくりの方針について

成田市都市計画マスタープラン 成田・公津・ニュータウン地域のまちづくり方針図

不動ケ岡地区では、土地区画整理事業により計画的な市街地整備を進め、
住居系の土地利用に加え、商業・業務系の土地利用も可能な用途地域へ
の変更を検討することが示されています。

不動ケ岡地区の位置付け
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不動ケ岡土地区画整理事業 土地利用計画図（案）

土地利用計画図（案）

※本図は事業認可時点から一部更新されており今後事業計画変更を行う予定です。

国道51号
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都市計画の体系について

都市計画区域

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

成田市都市計画
マスタープラン

区域区分

都市施設 市街地開発事業

促進区域

地区計画等

・用途地域
・高度地区
・防火地域
・生産緑地地区
・航空機騒音障害
防止地区

・土地区画整理事業
・市街地再開発事業

・道路
・駐車場
・都市高速鉄道
・公園
・墓園
・下水道
・市場
・火葬場

・市街化区域
・市街化調整区域
 

地域地区
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用途地域とは、地域にふさわしい建物の用途や形態を定めるものです。

用途地域の変更について

住
宅
系

商
業
系

工
業
系

低層住宅の
住環境保全

中高層住宅の
住環境保全

一定規模の
店舗等を許容

商業等の利便
を増進

工業等の利便
を増進
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用途地域の変更について

現在変更後
（不動ケ岡土地区画整理事業関連）
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建築面積

延床面積

建ぺい率とは、敷地面積
に占める建築面積の割合
のことをいいます。

建ぺい率のイメージ

容積率とは、敷地面積に
対する延床面積の割合の
ことをいいます。

容積率のイメージ

敷地面積

用途地域の変更について

建ぺい率60%

容積率200%

第１種住居

建ぺい率80%

容積率200%

近隣商業

建ぺい率60%

容積率150%

第１種低層住居
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高度地区とは、建築物の高さの最高限度等を定めるものです。

高度地区の変更について

変更後（区画整理関連） 現在

２．現在、国道51号沿道に指定されている
第１種高度地区は廃止されます。

１．新たに第１種住居地域
に指定される部分は、
第２種高度地区となり
ます。
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地区計画について

地区計画とは
それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがら

を市町村が定めるもの。

≪地区計画のイメージ≫

出典：国土交通省HP

地区計画の案は、条例に基づき、土地所有者等の意見を求めて作成する
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地区計画について

地
区
計
画
で
定
め
る
も
の

地区計画の目標

区域の整備、開発及び保全

に関する方針

土地利用の方針

建築物等の整備の方針

地区整備計画

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限

壁面の位置の制限

建築物等の形態又は意匠の制限

かき又はさくの構造の制限

地区計画の構成
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不動ケ岡地区 地区計画（原案）

将来の住宅需要や商業立地の高まりを見据え、駅に近接し利便性の高い本地

区において、土地区画整理事業による低層住宅地と中層住宅地が調和した住環

境と商業・業務機能が共存する快適で良好な複合市街地の形成及び保全を図る

ことを目標とする。

地区計画の目標
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（１）商業・業務地区

中心拠点との連携を図りつつ、地域住民の日常生活に密着した商業・業
務・サービス施設などの立地誘導を図るとともに、広域幹線道路の沿道
にふさわしい沿道市街地の形成を図る地区。

（２）沿道住宅地区

周辺の居住環境を保護しつつ、地区内幹線道路沿道の立地特性を活かし、
近隣住民の利便性を高める生活利便施設等の計画的な誘導を図るととも
に、良好な沿道住宅市街地を形成する地区。

（３）集合住宅地区

京成成田駅に近接する利便性を活かした緑豊かで良好な居住環境を備え
た中層集合住宅地等の形成を図る地区。

（４）一般住宅地区

戸建住宅を主体とした緑豊かで良好な低層住宅市街地の形成を図る地区。

（１）商業・業務地区

（３）集合住宅地区

（４）一般住宅地区

不動ケ岡地区 地区計画（原案）

土地利用の方針（地区の区分）
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地区区分 制限内容

（１）
商業・業務地区

・地域住民の日常生活に密着した商業、
業務、サービス施設等のみ立地できる
よう制限します。（土地利用の維持の
ため住宅を制限します。また風営法に
関わる施設等は建築できません。）

（２）
沿道住宅地区

・用途地域の制限のほか、公衆浴場、ホ
テル等、運動施設、畜舎（ペット
ショップ等は除く）、自動車倉庫を制
限します。

（３）
集合住宅地区

・用途地域の制限のほか、戸建住宅、兼
用住宅、公衆浴場、ホテル等、運動施
設、床面積500㎡を超える店舗や事務
所等、畜舎（ペットショップ等は除
く）を制限します。

（４）
一般住宅地区

・用途地域の制限のほか、公衆浴場を制
限します。

制限の対象

（１）

（３）

（４）

不動ケ岡地区 地区計画（原案）

建築物等の用途の制限
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制限の対象

敷地面積の最低限度の例（一般住宅地区の場合）

敷地面積
300㎡
の場合

150㎡ 150㎡

敷地分割し建築可能

200㎡

100㎡
150㎡未満の
敷地は建築不可

地区区分 制限内容

（１）
商業・業務地区

500㎡

（２）
沿道住宅地区

200㎡

（３）
集合住宅地区

300㎡

（４）
一般住宅地区

150㎡

※換地が減歩により適合
しなくなった場合等は
適用除外します。

（１）

（３）

（４）

不動ケ岡地区 地区計画（原案）

建築物の敷地面積の最低限度
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制限の対象

壁面の位置は
・道路境界線
・公園・緑地境界線
・隣地境界線から1m～2m以上後退。

（１）

（３）

（４）

地区区分 制限内容

（１）
商業・業務地区

①１号壁面線         の道路境界
線までの水平距離は、2.0ｍ以
上とする。

②その他の道路（歩行者専用道路
含む。）及び公園・緑地境界
線までの水平距離は、1.0ｍ以
上とする。

③敷地境界線までの水平距離は、
1.0ｍ以上とする。

（２）
沿道住宅地区

（３）
集合住宅地区

（４）
一般住宅地区

不動ケ岡地区 地区計画（原案）

壁面の位置の制限
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制限の対象

（１）

（３）

（４）

地区区分 制限内容

（１）
商業・業務地区

・道路（歩行者専用道路含む。）
に面する部分は、生垣又は透
視可能なフェンス、その他こ
れらに類する開放性のあるも
ので、美観を損ねるおそれの
ないものとします。

・基礎の高さは地盤面から高さが
60㎝以下とします。

・ただし、門柱及び危険施設等の
管理上やむを得ない場合は、
この限りでないこととします。

（２）
沿道住宅地区

（３）
集合住宅地区

（４）
一般住宅地区

不動ケ岡地区 地区計画（原案）

かき又はさくの構造の制限

生垣、透視可能なフェンス又はこれらの併設
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成田市 原案

用途地域・高度地区の変更について（関連）

不動ケ岡土地区画整理事業区域に隣接する区域も同様に、用途地域と高度地区を変更する

追加変更

不動ケ岡土地区画整理事業
建ぺい率60%

容積率200%

第１種住居

新たに第１種住居地域に
指定される部分は、
第２種高度地区となります。
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用途地域の変更について（関連）

富里市
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現在

土地区画整理事業
区域

成田市役所

用途地域の変更について（関連）

不動ケ岡土地区画整理事業区域に隣接する富里市の区域も同様に、用途地域を変更する

富里市 原案

土地区画整理事業
区域

成田市役所

変更

建ぺい率60%

容積率200%

第１種住居
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今後の予定

令和７年度 令和８年度

都
市
計
画
審
議
会
（
報
告
）

住
民
説
明
会

案
の
概
要
縦
覧

公
聴
会

法
定
縦
覧

都
市
計
画
審
議
会
（
付
議
）

法
定
協
議

都
市
計
画
決
定
・
告
示

10月 11月 12月 2月 4月 夏頃

令和10年度

工
事
完
了

予定

全
域
使
用
収
益
開
始

※変更の可能性があります。

令和9年度

一
次
使
用
収
益
開
始

予定
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ご清聴ありがとうございました。
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